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議案第２６号  

 

損害賠償額の決定について  

 

損害賠償の額を次のとおり決定したいので、議会の議決を求める。  

 

□□令和７年２月２５日提出  

□□▯(2025 年 ) 

 

                 城陽市長  奥  田  敏  晴  

  

  

  

１  損害賠償の額  

金、２０９，５７９円  

２  損害賠償の相手方  

   長岡京市在住者  
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提案理由  

  

 令和６年 (2024 年 )１０月２６日午前８時頃、城陽市立東城陽中学校グ

ラウンドにおいて、サッカー部の練習試合前に城陽市立南城陽中学校の

部員が石の除去作業をしていたところ、誤って投げた石のうち１つがグ

ラウンド端のフェンスを越え、校内に駐車していた被害者所有の自動車

に当たり、リアウインドウを破損した事故について、学校管理者である

市が国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１項の規定に基

づいて、損害賠償額金２０９，５７９円を支払い、示談としたいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定

に基づいて、本案を提案するものである。  

 

 

 

参照条文  

 

地方自治法（抜粋）  

〔議決事件〕  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけれ

ばならない。  

□ (1)～ (12)□□□▯□略  

□ (13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。  

□ (14)～ (15)□□□□略  

②□□□□□□□□□略  

 

 

 

 国家賠償法（抜粋）  

〔公権力の行使に当る公務員の加害行為に基く損害賠償責任・その公

務員に対する求償権〕  

第１条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行

うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
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国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。  

②□□□□□□□□□略□   
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参考資料  

 

１  事故の概要  

令和６年 (2024 年 )１０月２６日午前８時頃、城陽市立東城陽中学校グ

ラウンドにおいて、城陽市立南城陽中学校のサッカー部員が練習試合前

に石の除去作業をしていたところ、誤って投げた石のうち１つがグラウ

ンド端のフェンスを越え、校内に駐車していた被害者所有の自動車に当

たり、リアウインドウを破損した。  

  

２  事故後の対応  

 相手方に謝罪するとともに、警察に連絡し状況の確認を行った。  

 また、市で加入する全国市長会学校災害賠償補償保険で対応できるか

確認を行った結果、対応可能である旨の回答を得た。  

 

３  損害の程度  

車両リアウインドウの破損  

 

４  示談に向けた経過等  

全国市長会学校災害賠償補償保険の代理店を通じ、車両の損害額の査

定を行い、１２月２６日に保険金額確定の報告を受けた。  

 

５  現場位置  

  

 

 


